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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
放射線検出器と、
前記放射線検出器からの検出器信号を増幅するパルス増幅器と、
前記パルス増幅器からの検出器信号パルスの波形を分析し正規の波形とノイズ波形を識別
してそれぞれ第１のデジタルパルスおよび第２のデジタルパルスとして出力する波形分析
部と、
前記第１のデジタルパルスを計数する第１のカウンタと、
前記第２のデジタルパルスを計数する第２のカウンタと、
前記第１のデジタルパルスを加算入力に入力し、フィードバックパルスを減算入力に入力
し、両者の差を積算した加減積算値を出力するアップダウンカウンタと、
前記加減積算値から前記フィードバックパルスを発生する負帰還パルス発生回路と、
前記アップダウンカウンタに対し計数時の重み付け指定する積算制御回路と、
前記アップダウンカウンタの前記加減積算値を強制的に設定する積算値設定回路と、
前記アップダウンカウンタの前記加減積算値から計数率を求めると共に前記第１のカウン
タおよび前記第２のカウンタからの計数値に基づきノイズ侵入を検知する演算部と、を備
え、
前記演算部は前回演算周期の前記加減積算値を記憶しておき、ノイズ侵入を検知すれば今
回演算周期の前記加減積算値を前回演算周期の値に置き換えて所定の演算を行って出力す
ると共に、前記積算値設定回路で前記アップダウンカウンタの前記加減積算値をノイズ侵
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入直前の演算周期の値に設定する放射線測定装置。
【請求項２】
前記波形分析部は、前記検出器信号パルスの電圧を決められた時間間隔で測定し、所定数
の最新のデータをデータパッケージとして保有し、分析の対象とする波高下限レベルを越
えたタイミングで前記データパッケージを格納して最大波高値、最小波高値、パルス幅を
分析し、ノイズの判定基準を逸脱した場合、ノイズと判定して前記第２のデジタルパルス
を出力し、前記ノイズの判定基準を満足した場合は正規の信号と判定して前記第１のデジ
タルパルスを出力するように動作し、定周期でノイズ波形毎のノイズ分析結果を出力する
構成とした請求項１に記載の放射線測定装置。
【請求項３】
前記ノイズの判定基準は、最大波高値が許容上限値を超えた場合に波高過大として、最小
波高値が逆極性の許容下限値以下となった場合に振動波形として、最大波高値に続く最小
波高値が逆極性側に設定された許容上限値以上となった場合にアンダーシュート不足とし
て、パルス幅が設定された範囲を逸脱した場合にパルス幅異常として判定する基準を有す
る構成とした請求項２に記載の放射線測定装置。
【請求項４】
前記演算部は、前記第２のカウンタの計数値に対する前記第１のカウンタの計数値の比が
前記第１のカウンタの計数値の標準偏差に基づいて決められたゆらぎ幅を逸脱して低下し
た場合ノイズ侵入と判定する構成とした請求項1から請求項３のいずれか１項に記載の放
射線測定装置。
【請求項５】
さらに、前記演算部の出力を表示すると共に前記演算部の設定および操作を行う表示部を
備える構成とした請求項1から請求項４のいずれか１項に記載の放射線測定装置。
【請求項６】
前記演算部は、所定の期間内に所定の演算周期数以上のノイズ侵入を検知した場合、前記
表示部に警告を表示する構成とした請求項５に記載の放射線測定装置。
【請求項７】
前記演算部は、前記波形分析部から定周期でノイズ分析結果を入力し、ノイズ侵入時に当
該演算周期のノイズパルスの個数に対するノイズ波形の種類別の個数の比を求めて所定の
演算周期数の最新データを保存し、前記表示部からの要求に応じて前記表示部に前記デー
タを表示する構成とした請求項５または請求項６に記載の放射線測定装置。
【請求項８】
前記表示部に表示された前記ノイズ波形の種類別の個数の比の表示において、前記ノイズ
波形の種類を選択すると、そのノイズの要因を前記表示部に表示する構成とした請求項７
に記載の放射線測定装置。
【請求項９】
前記演算部に内蔵されたクロックの出力パルスを入力して決められた繰り返し周波数に低
減してテストパルスを出力するテストパルス発生回路と、
前記テストパルスを波形整形して模擬信号パルスを出力する波形整形回路と、
前記模擬信号パルスと前記検出器信号パルスを切り替えて前記パルス増幅器に入力する信
号切換回路とを更に備え、
前記演算部は、前記表示部からの操作信号に基づき前記信号切換回路を制御し、前記検出
器信号パルスを入力する測定モードと、前記模擬信号パルスを入力するテストモードとを
切り換え、前記測定モードから前記テストモードに切り換えて所定のテストポイントの指
示応答テストを行えるようにし、前記テストモードに切り換え直前の前記測定モードの前
記アップダウンカウンタの前記加減積算値を記憶しておき、前記テストモードから前記測
定モードに戻すときに、前記積算値設定回路で前記アップダウンカウンタの前記加減積算
値を記憶した前記テストモードに切り換え直前の前記測定モードの前記アップダウンカウ
ンタの前記加減積算値に設定する構成とした請求項５から請求項８のいずれか１項に記載
の放射線測定装置。
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【請求項１０】
前記負帰還パルス発生回路は、前記アップダウンカウンタからの前記加減積算値と前記演
算部からのクロックパルスとを入力し、前記加減積算値に基づいて前記クロックパルスの
繰り返し周波数を低減して出力するレートマルチプライヤと、
前記レートマルチプライヤの出力パルスを分周して前記フィードバックパルスを出力する
分周器と、を備える構成とした請求項1から請求項９のいずれか１項に記載の放射線測定
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、原子炉施設、使用済核燃料再処理施設等の放出管理あるいは放射線管理に
用いられる放射線測定装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　原子炉施設、使用済燃料再処理施設等で使用される放射線測定装置は、放射線を検出し
た結果としての信号パルスの入力繰り返し周波数が１０ｃｐｍ程度から１０７ｃｐｍ程度
までの広いレンジをカバーして測定することが求められる。このため、レンジ切り換えに
伴う不連続性をなくすために、広いレンジをレンジ切り換えなしで高速で動作するアップ
ダウンカウンタを用いた計数率測定が行われている。
　この測定方法は、加算入力と減算入力がバランスしたときの加減積算値を演算部が定周
期で読み取って計数率を演算するもので、特に高計数率まで測定できることが特長である
。また、カウンタで測定した計数値に基づき計数率を求める方式に比べて、低計数率から
高計数率まで全測定範囲で分解能が良好で高精度で測定できることも特長である。
　しかし、アップダウンカウンタを用いた計数方式は一度ノイズが侵入すると元の指示値
に時定数で応答して戻るため回復に時間がかかり、指示が正常復帰するまでの欠測時間の
最小化が課題であった。
【０００３】
　これを解決するためにノイズ侵入を検知し、ノイズ侵入時は直前の計数率でホールドし
、ノイズ侵入がなくなれば、アップダウンカウンタに並置したカウンタの計数値とノイズ
侵入直前の計数率に基づきバックアップ計数率を演算して出力し、アップダウンカウンタ
に基づく正規の計数率がバックアップ計数率まで復帰したら出力計数率を正規の計数率に
戻すことで、ノイズ侵入による指示上昇を防止する発明が開示されている（例えば、特許
文献１参照）。
【０００４】
　また、上記施設で使用される放射線測定装置は、放射線特有の統計的変動に対して一定
の精度で測定することが求められ、かつ計数率の増加に対して速い応答が求められる。こ
のため、アップダウンカウンタは、測定レンジ全域で計数率の標準偏差が一定になるよう
に、かつ計数率に対して時定数が反比例するように動作して加減積算値をバランスさせ、
演算部は加減積算値に基づき計数率を演算して求める。
　この演算処理が正常に機能していることを確認するため、放射線測定装置に切換スイッ
チとテストパルス発生部を設けて全測定レンジにおける高警報点以上の１点について、対
応する繰り返し周波数のテストパルスを自動的に入力して健全性確認（動作テスト）でき
る構成としている。しかし、テストモードから測定モードに復帰させるときに時間がかか
るという問題がある。
【０００５】
　これに対して切換スイッチをテストモードから測定モードに戻すと、記憶しているテス
ト直前の指示値の許容範囲に復帰するまで自動で速い時定数により応答させ、復帰時間を
速める発明が開示されている。放射線測定装置に専用試験装置を接続して複数の警報設定
点について健全性確認する場合も同様にしてテストモードから測定モードへの復帰時間を
速めている（例えば、特許文献２参照）。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－２１５９０７号公報（段落［００４０］～［００４７］、
図４）
【特許文献２】特開２００９－６３３５１号公報（段落［００２９］～［００３３］、図
２）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１開示発明では、ノイズ侵入後のアップダウンカウンタの加減積算値の回復期
間についてカウンタの定周期の計数値を使ってバックアップ計数率を演算して出力し、ア
ップダウンカウンタの加減積算値に基づく正規の計数率がバックアップ計数率まで復帰し
たら出力計数率をバックアップ計数率から正規の計数率に戻すようにしている。しかし、
指数関数で応答するため正規の計数率への復帰に時間がかかり、この間は欠測ではなく測
定できているが、低計数率から高計数率まで全測定範囲で分解能が良好で高精度の測定が
できるというアップダウンカウンタ本来の特長が一時的に損なわれるという問題があった
。
　また、特許文献２開示発明では、テストモードから測定モードに切り換えて復帰させる
ときに自動で速い時定数に切り換えて復帰時間を短縮させているが、指数関数で応答する
ため復帰に時間がかかる同様の問題があった。
【０００８】
　この発明は、上記のような問題を解決するためになされたものであり、ノイズ侵入がな
くなれば、あるいはテストモードから測定モードに復帰したら、直ちにアップダウンカウ
ンタの分解能と精度により測定できる放射線測定装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この発明に係る放射線測定装置は、放射線検出器と、放射線検出器からの検出器信号を
増幅するパルス増幅器と、パルス増幅器からの検出器信号パルスの波形を分析し正規の波
形とノイズ波形を識別してそれぞれ第１のデジタルパルスおよび第２のデジタルパルスと
して出力する波形分析部と、第１のデジタルパルスを計数する第１のカウンタと、第２の
デジタルパルスを計数する第２のカウンタと、第１のデジタルパルスを加算入力に入力し
、フィードバックパルスを減算入力に入力し、両者の差を積算した加減積算値を出力する
アップダウンカウンタと、加減積算値からフィードバックパルスを発生する負帰還パルス
発生回路と、アップダウンカウンタに対し計数時の重み付け指定する積算制御回路と、ア
ップダウンカウンタの加減積算値を強制的に設定する積算値設定回路と、アップダウンカ
ウンタの加減積算値から計数率を求めると共に第１のカウンタおよび第２のカウンタから
の計数値に基づきノイズ侵入を検知する演算部とを備え、演算部は前回演算周期の加減積
算値を記憶しておき、ノイズ侵入を検知すれば今回演算周期の加減積算値を前回演算周期
の値に置き換えて所定の演算を行って出力すると共に、積算値設定回路でアップダウンカ
ウンタの加減積算値をノイズ侵入直前の演算周期の値に設定する構成としたものである。
【発明の効果】
【００１０】
　この発明に係る放射線測定装置は、上記に説明したように構成したものであるため、
ノイズ侵入による指示上昇を確実に防止でき、ノイズ侵入がなくなれば、あるいはテスト
モードから測定モードに復帰したら、直ちにアップダウンカウンタの高速動作を回復させ
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】この発明の実施の形態１の放射線測定装置に係るシステム構成図である。
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【図２】この発明の実施の形態１の放射線測定装置に係るノイズ識別動作の概念説明図で
ある。
【図３】この発明の実施の形態１の放射線測定装置に係るノイズ侵入検知処理のフローチ
ャートである。
【図４】この発明の実施の形態１の放射線測定装置に係るノイズ侵入時の計数率の応答概
念図である。
【図５】この発明の実施の形態２の放射線測定装置に係るノイズ分析結果の表示例を示す
図である。
【図６】この発明の実施の形態２の放射線測定装置に係るノイズ推定原因の解説の表示例
を示す図である。
【図７】この発明の実施の形態３の放射線測定装置に係る負帰還パルス発生回路の構成図
である。
【図８】この発明の実施の形態４の放射線測定装置に係るシステム構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
実施の形態１．
　実施の形態１の放射線測定装置は、放射線検出器と、パルス増幅器と、検出器信号パル
スの波形を分析し正規の波形とノイズ波形を識別してそれぞれ第１のカウンタおよび第２
のカウンタに出力する波形分析部と、第１のカウンタからのデジタルパルスを加算入力し
加減積算値を出力するアップダウンカウンタと、アップダウンカウンタからの出力から計
数率を求め、第１のカウンタおよび第２のカウンタからの計数値に基づきノイズ侵入を検
知する演算部とを備える。そして、放射線測定装置の演算部は、ノイズ侵入を検知すれば
今回演算周期の加減積算値を前回演算周期の値に置き換えて所定の演算を行って出力する
と共に、積算値設定回路でアップダウンカウンタの加減積算値をノイズ侵入直前の演算周
期の値に設定する構成としたものである。
　以下、本願発明の実施の形態１の構成、動作について、放射線測定装置のシステム構成
図である図１、ノイズ識別動作の概念説明図である図２、ノイズ侵入検知処理のフローチ
ャートである図３、およびノイズ侵入時の計数率の応答概念図である図４に基づいて説明
する。
【００１３】
　まず、放射線測定装置１の構成を説明し、次に機能、動作を説明する。
　図１において、放射線測定装置１は、放射線検出器２と、パルス増幅器３と、波形分析
関連部と、アップダウンカウンタ関連部と、演算部１１と、表示部１２とから構成される
。波形分析関連部は、波形分析部４と、第１のカウンタ５と、第２のカウンタ６とから構
成される。アップダウンカウンタ関連部は、アップダウンカウンタ７と、積算制御回路８
と、負帰還パルス発生回路９と、積算値設定回路１０とから構成される。
【００１４】
　次に各回路、各部の機能、動作を説明し、その後全体の機能動作を説明する。まず、各
回路、各部の機能、動作を説明する。
　放射線検出器２は放射線を検出して検出器信号パルスを出力し、パルス増幅器３はその
検出器信号パルスを入力して増幅すると共に検出器信号パルスに重畳する高周波ノイズを
除去する。
　波形分析部４はその増幅された検出器信号パルスの波形を分析し、正規の信号パルスの
波形とノイズパルスの波形を識別して、それぞれ第１のデジタルパルスおよび第２のデジ
タルパルスとして出力する。第１のカウンタ５は第１のデジタルパルスを定周期で計数し
、第２のカウンタ６は第２のデジタルパルスを定周期で計数する。
【００１５】
　アップダウンカウンタ７は、第１のデジタルパルスを加算入力７１に入力し、後述の負
帰還パルス発生回路９から出力されたフィードバックパルスを減算入力７２に入力し、そ
の結果の加減積算値を出力する。積算制御回路８は、アップダウンカウンタ７に入力され
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たパルスが標準偏差に基づき重み付けされて計数されるように制御する。
　負帰還パルス発生回路９は、アップダウンカウンタ７から出力された加減積算値と演算
部１１からのクロックパルスを入力して、加算入力に対して時定数の一時遅れで応答する
繰り返し周波数のフィードバックパルスを生成し、アップダウンカウンタ７の減算入力７
２に出力する。
　積算値設定回路１０はアップダウンカウンタ７の加減積算値を強制的に設定する。
【００１６】
　演算部１１は、第１のカウンタ５から出力された計数値、第２のカウンタ６から出力さ
れた計数値、およびアップダウンカウンタ７から出力された加減積算値を入力し、その加
減積算値に基づき計数率を求める。演算部１１は、この求めた計数率に基づき工学値変換
および警報判定を行って工学値および警報を出力する。
　また演算部１１は、第１のカウンタ５の計数値、および第２のカウンタ６の計数値に基
づきノイズ侵入を検知し、演算手順およびデータを記憶する。
　さらに演算部１１は、ノイズ侵入を検知した場合、今回演算周期の工学値を前回演算周
期の値に置き換えて出力すると共に、積算値設定回路１０を動作させてアップダウンカウ
ンタ７の加減積算値を前回演算周期の値に強制的に設定する。
　表示部１２は、演算部１１の出力を表示すると共に演算部１１の設定および操作を行う
ことができる。
【００１７】
　次に、アップダウンカウンタ７を用いた計数率の測定方法の概要を説明する。具体的に
は、アップダウンカウンタ７に入力される繰り返し周波数に対し、演算部１１から出力さ
れる計数率の応答について説明する。
　アップダウンカウンタ７は、波形分析部４から出力された繰り返し周波数ＦＩＮの第１
のデジタルパルス（正規の信号パルスと識別されたもの）を加算入力７１に入力し、負帰
還パルス発生回路９から出力される繰り返し周波数ＦＢのデジタルパルス（フィードバッ
クパルス）を減算入力７２に入力する。アップダウンカウンタ７は、その結果の加減積算
値（Ｍ）を負帰還パルス発生回路９および演算部１１に出力する。
　負帰還パルス発生回路９は、加減積算値（Ｍ）を入力して、後で説明する式（１）で示
す繰り返し周波数ＦＢ（Ｍ）のデジタルパルスを出力する。同様に、演算部１１は、加減
積算値（Ｍ）を入力して、式（１）により計数率（ｎ）を演算する。
　演算部１１は、設定された標準偏差（σ）に基づき積算制御回路８の計数の重み付けを
決定し、ＦＢ（Ｍ）およびｎは、ＦＩＮに平衡するように時定数（τ）の一次遅れで追従
して応答する。
【００１８】
　ここで、ｎを計数率、σを標準偏差、τを時定数としたとき、これらには次式で示す関
係がある。
　　ＦＩＮ（Ｍ）＝ＦＢ（Ｍ）＝ｎ＝ｅγＭ＝２γＭ／ｌｎ２　　　（１）
　　σ＝１／（２ｎτ）１／２＝（γ／２）１／２　　　　　　　　（２）
　　τ＝１／（２ｎσ２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３）
　　γ＝２σ２＝２－λｌｎ２　　　　　　　　　　　　　　　　　（４）
　　α＝１１－λ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５）
　なお、γは重み付け関数の関係因子、α、λは零または正の整数である。
【００１９】
　（４）式においてλを例えば１１、９、７、５とすると、（２）式で示すように標準偏
差σはそれぞれ１．３％、２．６％、５．２％、１０．４％となる。（４）式でλが１１
の時を基準にすると、λが９、７、５の時、γはそれぞれ２２倍、２４倍、２６倍となる
。この場合、標準偏差σは、（２）式のようにそれぞれ２１倍、２２倍、２３倍となり、
時定数τは（３）式のようにそれぞれ２－２倍、２－４倍、２－６倍となる。
　（１）式に示すようにｎが一定の状態でγを２α倍にすると、加減積算値（Ｍ）は２－

α倍に置き換える必要がある。しかし、ｎが一定の状態においてγを変えても加減積算値
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（Ｍ）が変化しないようにするために、γを２α倍にしたらアップダウンカウンタ７は１
パルスの重み付けを２α倍にして計数する。すなわち、アップダウンカウンタ７の加算入
力７１に波形分析部４から出力されたデジタルパルスが１個入力されると、加減積算値（
Ｍ）は２α倍されて加算計数される。
　一方、アップダウンカウンタ７の減算入力７２に負帰還パルス発生回路９から出力され
るデジタルパルスが１個入力されると、加減積算値（Ｍ）は２α倍されて減算計数される
。結果として加減積算値（Ｍ）は、加算入力と減算入力の差の積算値Ｎに２αを掛け算し
た値となる。
　ここでαは０または正の整数で、（５）式のようにλが１１、９、７、５の時、αとし
てそれぞれ０、２、４、６が与えられる。例えば、λが１１の時は１パルスの入力に対し
て１個として加算または減算される。λが９の時は１パルスの入力に対して４個として加
算または減算される。
【００２０】
　したがって、（１）式においてγを２α倍に変えることは、計数の重み付けを２α倍に
変えることと同等であり、計数率ｎは、２α倍に重みづけされた結果の加減積算値（Ｍ）
と基準のλ＝１１（α＝０）に対応するγに基づき（１）式により求められる。
　このように、積算制御回路８がアップダウンカウンタ７の計数の重み付けを制御するこ
とで、標準偏差を容易に変更することができる。また、標準偏差を変更しても加減積算値
（Ｍ）が変化しないので、測定中に指示の中心値を変化させることなく応答特性を変える
ことができる。
　なお、式（１）は、アップダウンカウンタ７からの加減積算値と演算部１１からのクロ
ックパルスから出力のフィードバックパルスを生成する負帰還パルス発生回路９の回路上
の制約あるいは演算処理の方法に合わせて、例えば、折れ線近似としてもよい。
【００２１】
　演算部１１は、例えば線量率が工学値の場合は、計数率に変換定数を乗じて線量率を求
める。工学値がプロセス中の放射能濃度の場合は、測定した計数率からバックグラウンド
計数率を減算して求めた正味計数率に変換定数を乗じて放射能濃度を求める。しかし、バ
ックグラウンド計数率は設置場所および時間によって異なるため、取り扱いの容易な計数
率を工学値に変換せずにそのまま出力する場合が多い。以降の説明では、演算部１１の出
力は計数率を代表例として説明する。
【００２２】
　次にノイズ信号処理方法について説明する。
　波形分析部４は、検出器信号パルスの電圧を決められた時間間隔でサンプリング測定し
、決められた個数の電圧データを時系列的に並べて常に最新化して波形データパッケージ
として保有する。分析の対象とする電圧データが波高下限レベル（トリガレベル）を越え
たら、それから所定時間前後の電圧データを波形データパッケージとして取り込む。
　例えば、２５ｎ秒の時間間隔で電圧を測定し、常に最新の２００個の電圧データを移動
させながら更新する。この２００個のデータの内１個の電圧データの電圧がトリガレベル
を超えたら、この電圧データの前１μ秒とその後の４μ秒の電圧データをパッケージにし
て波形データとして取り込む。こうすることにより波高下限レベルの前後の全5μ秒の波
形データを採取できる。
【００２３】
　波形測定の精度を高めるには電圧測定の時間間隔をできるだけ短くすることが望ましい
。
　なお、トリガレベルは、例えば、正規の信号として許容される波高範囲の下限レベルに
設定する。このように設定することで、その下限レベル以下の放射線検出器２の暗電流ノ
イズ、電源リップル等が波形分析の対象から排除され、波形分析の対象を絞り込んで効率
的な分析を行うことができる。
【００２４】
　次に、正規の信号とノイズとを区別しノイズの種類を判定する判定基準、および分析方
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法について説明する。
　波形分析部４において、波形データの最大波高値、最小波高値、パルス幅に基づき、下
記判定基準で判定および分析を行う。
　最大波高値が許容上限値を超えた場合は、波高過大としてノイズと判定する。最小波高
値が逆極性の許容下限値以下となった場合は、振動波形としてノイズと判定する。最大波
高値に続く最小波高値が、逆極性側に設定された許容上限値以上となった場合は、アンダ
ーシュート不足としてノイズと判定する。パルス幅が設定された範囲を逸脱したら、パル
ス幅異常としてノイズと判定する。
　以上いずれの場合もノイズと判定されると、第２のデジタルパルスが出力される。全て
の判定でノイズと判定されなかった場合は、正規の信号と判定されて第１のデジタルパル
スが出力される。
　ノイズ波形毎のノイズ分析結果は、波形分析部４から演算部１１に定周期で出力される
。
【００２５】
　次に、演算部１１で行うノイズ侵入の判定方法について説明する。
　演算部１１は、正規の信号を計数する第１のカウンタ５の計数値とノイズを計数する第
２のカウンタ６の計数値とからノイズ侵入を判定する。すなわち、第２のカウンタ６の計
数値に対する第１のカウンタ５の計数値の比が、第１のカウンタの計数値の標準偏差に基
づいて定められたゆらぎ幅を逸脱して低下したらノイズ侵入と判定する。また、第２のカ
ウンタ６の計数値に対する第１のカウンタ５の計数値の比が、この定められたゆらぎ幅内
に戻ればノイズ侵入はなくなったと判定する。
　また、演算部１１は、波形分析部４から定周期でノイズの種類毎のノイズ分析結果を入
力し、ノイズ侵入時の当該演算周期のノイズパルスの個数に対するノイズ波形毎の個数の
比を求めてノイズ侵入判定データとして記憶しておく。表示部１２からリクエストするこ
とにより、このノイズ分析結果およびノイズ侵入判定データを表示部１２に表示すること
ができる。
【００２６】
　次に先に説明した波形分析部４で識別される各ノイズ波形の特徴について、図２に基づ
いて説明する。
　図２において、波形（ａ）は、正規の信号パルスの波形、すなわち放射線による信号波
形である。この正規の信号パルスの波形（ａ）を基準にし、これに対するノイズパルスの
波形の特徴を判定基準に定めてノイズ判定が行われる。
　なお、図中、黒点は波高の最大または最小を示し、Ｗはパルス幅を示す。
　図２において、波形（ｂ１－１）および波形（ｂ１－２）は、最小波高値が逆極性の基
準レベルを超過しているもので、これらは振動波形として判定される。
　波形（ｂ２－１）は、パルス幅が所定の範囲以下のものであり、波形（ｂ２－２）は、
パルス幅が所定の範囲以上のもので、これらはパルス幅異常と判定される。
　これら波形（ｂ１－１、２）、（ｂ２－１、２）は、経験的にいずれも放射線検出器２
から表示部１２の各部位または図示しない伝送部、電源入力、接地線に外部から侵入する
外来ノイズの可能性が高い。稀に、振動により発生する場合もある。なお、波形（ｂ１－
１、２）と波形（ｂ２－１、２）の両方の特徴を有する場合が多い。
【００２７】
　また、波形（ｂ３）は、アンダーシュートが基準レベル以下に到達しないもので、アン
ダーシュート不足と判定される。この波形（ｂ３）は、波高の大小に関係なく、放射線検
出器２のＨＶ（ＨＩＧＨ　ＶＯＬＴＡＧＥ）信号重畳ラインの不具合に起因するノイズ特
有のものである。
　放射線検出器２の放射線センサ（図示せず）に放射線が作用すると、その作用の結果と
して放射線検出器２に印加されているＨＶバイアス電源の高電圧にパルス状の電流変化が
重畳される。この電流変化がコンデンサで直流カットされて抽出され、内蔵のプリアンプ
（図示せず）で電圧パルスに変換され、ノイズパルスとして放射線検出器２から出力され
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る。
　このコンデンサで直流カットされる前段のＨＶ信号重畳ラインに起因するノイズは、Ｈ
Ｖ信号重畳ラインの活線部に関係している。この活線部に絶縁耐圧の低い被覆を有する０
Ｖコモン線等が接触することで、暗電流放電ノイズが発生する。ＨＶ信号重畳ラインの絶
縁被覆内の断線が、被覆で保持されて接触導通している不安定な状態から温度上昇で繰り
返し切断に進展することで接断ノイズが発生する。また、ＨＶ信号重畳ラインに接触して
いる絶縁物が、劣化等により瞬時に剥離するとき電荷移動ノイズが発生する。波形（ｂ３
）は、これらに共通するノイズ波形であり、放射線検出器２の内部ノイズの代表的なもの
である。
【００２８】
　さらに、波形（ｂ４）は、最大波高値が正規の信号波形の上限レベルを超過しているも
ので、波高過大として判定される。波高過大は宇宙線によるものもあるが、放射線検出器
２に遮蔽が設けられている場合は、宇宙線による発生は少ない。
　この波形（ｂ４）は、放射線検出器２の内部の絶縁物の振動による擦れ、劣化による割
れにより発生する静電気放電光が、放射線センサに入射することで発生する静電気放電ノ
イズに特有なものである。波高過大としてノイズ検知されるものから正規の信号パルスと
して計数されるものを含み、帯状のスペクトルとなる特徴がある。
　なお、アンダーシュートについては、正規の信号パルスと同じであるため識別できず、
波高過大としてそのノイズ信号の一部をノイズとして検知する。
【００２９】
　次に演算部１１のノイズ侵入検知処理手順を、図３のフローチャートに基づいて説明す
る。
　演算部１１は、今回演算周期の第１のカウンタ５の計数値Ｎ１（今回）と、今回演算周
期の第２のカウンタ６の計数値Ｎ２（今回）と、今回演算周期のアップダウンカウンタ７
の加減積算値（Ｍ）（今回）とを読み込む（Ｓ１）。次に、Ｎ２が判定基準値Ａ以上（Ｎ
２≧Ａ）かを判定する(Ｓ２)。判定結果がＮＯであればＳ４に進む。判定結果がＹＥＳで
あれば、Ｎ２（今回）に対するＮ１（今回）の比が許容下限値ｋ１以下（Ｎ１／Ｎ２≦ｋ
１）かを判定する（Ｓ３）。
　判定結果がＮＯであれば、Ｎ１／Ｎ２≦ｋ１の状態が連続している演算周期数Ｐについ
て、今回演算周期のＰ（今回）を０とし（Ｓ４）、加減積算値（Ｍ）（今回）に基づき、
式（１）によりｎ（今回）を演算して、出力し（Ｓ５）、Ｓ１に戻る。
　ここで、ｋ１は、第１のカウンタの計数値の標準偏差σに基づいて決められたゆらぎ幅
を逸脱して上昇した場合、ノイズ侵入と判定する値１００Ａ／σに決定される。
【００３０】
　例えば、正規の信号に対するノイズの比率を標準偏差程度に抑制しようとすると、Ａを
例えば２とすることで、標準偏差σが例えば１０．４％の場合は、概ね正規の信号２０個
に対してノイズ２個以下を検知してノイズ侵入と判定するので、低計数率では定周期中の
２カウント以上のノイズ計数に対して指示上昇を抑制でき、高計数率では指示に影響しな
いノイズ入力は許容するように合理的に処理される。
　経験的に計数率に大きく影響するようなノイズ侵入では、突発的に侵入する多数のノイ
ズパルス（Ａ＞２）が複雑に重なって擬似信号パルスが生成され、波形分析部４でノイズ
として識別されないでアップダウンカウンタ７の加算入力７１に入力されるが、Ｓ３の判
定と後述のＳ６の処理でこの擬似信号パルスの入力を排除する。
　波高過大パルスは、経験的に宇宙線寄与が数ｃｐｍあるが、静電気放電光が放射線セン
サ（図示せず）やそれから放射される蛍光を電子に変換して増倍させる光電子増倍管（図
示せず）に入射すると広い波高分布のノイズを発生することがあり、この静電気放電光ノ
イズは信号と波形が同じであるため、その一部(氷山の一角)の波高過大パルスをＳ３の判
定で存在を検知し、後述のＳ６の処理でその擬似信号パルスの入力を排除する。
【００３１】
　Ｓ３の判定結果がＹＥＳであれば、演算部１１は、前回演算周期の加減積算値（Ｍ）（
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前回）を今回演算周期加減積算値（Ｍ）（今回）とし、式（１）によりｎ（今回）を演算
して出力すると共に、積算値設定回路１０を動作させて、アップダウンカウンタ７の加減
積算値（Ｍ）を前回演算周期の値に設定して強制的に置き換え(Ｓ６)、前回演算周期のＰ
（前回）に１を加算して今回演算周期のＰ（今回）とする（Ｓ７）。次に、Ｐ（今回）≧
ｋ２かを判定する（Ｓ８）。
　Ｓ８の判定結果が、ＮＯであれば前回演算周期の加減積算値（Ｍ）（前回）を今回演算
周期の加減積算値（Ｍ）（今回）とし、式（１）によりｎ（今回）を演算して出力し（Ｓ
９）、Ｓ１に戻る。
　Ｓ８の判定結果がＹＥＳであれば、表示部１２にノイズ侵入中の警報を出力する。さら
に前回演算周期の加減積算値（Ｍ）（前回）を今回演算周期加減積算値（Ｍ）（今回）と
し、式（１）によりｎ（今回）を演算して出力し（Ｓ１０）、Ｓ１に戻る。
【００３２】
　なお、上記Ｓ２の判定基準値Ａは、１以上の自然数として設定可能である。宇宙線は計
数率が小さいため、定周期で２個の宇宙線を計数することは確率的に無視できる頻度であ
るため、Ａを２とすれば無用なＳ６の動作で入力信号を廃棄してしまうことを抑制できる
。また、上記Ｓ８の判定基準値ｋ２は１以上の自然数として設定可能である。例えばｋ２
を３に設定することで、連続して３定周期の期間ノイズが侵入したら一過性でないと判定
してノイズ侵入中の警報を出力する。
【００３３】
　以上のように、演算部１１は今回演算周期の第２のカウンタ６の計数値に対する今回演
算周期の第１のカウンタ５の計数値の比が、許容下限値以下かどうかを演算周期毎に判定
することによりノイズ侵入を検知する。ノイズ侵入を検知したら、ノイズが存在する期間
は、アップダウンカウンタ７の前回演算周期の加減積算値に基づき今回計数率を演算して
出力すると共に、積算値設定回路１０によりアップダウンカウンタ７の加減積算値を強制
的に前回演算周期の値に置き換え、今回計数率を演算して出力する。
　したがって、多数のノイズパルスが複雑に重なって生成される擬似信号パルスでアップ
ダウンカウンタ７が誤計数することがあっても、ノイズ侵入による指示上昇を確実に防止
できる。さらにノイズがなくなれば、直ちにアップダウンカウンタ７の高速動作を回復さ
せることができる。
【００３４】
　次にノイズ侵入時の演算部１１が演算する計数率の応答の概念を、図４に基づいて説明
する。
　図４において、ｇ１の期間は、ノイズ侵入のない初期状態を示す。ｇ２の期間は、ノイ
ズ侵入時に加減積算値（Ｍ）（前回）を加減積算値（Ｍ）（今回）としてｎ（今回）を演
算した状態を示す。ｇ３の期間は、ノイズ侵入がなくなって、直ちにアップダウンカウン
タ７の加減積算値（Ｍ）を前回演算周期の値に強制的に置き換え、正規の測定に復帰させ
た状態を示す。
　なお、ｈ１はｇ２の期間のアップダウンカウンタ７の加減積算値（Ｍ）に基づき演算し
た場合の想定計数率を示す。ｈ２はアップダウンカウンタ７の加減積算値（Ｍ）を前回演
算周期の値に設定しなかった場合の想定計数率を示す。ｈ２３はｇ２からｇ３に移行する
際にアップダウンカウンタ７の加減積算値（Ｍ）を前回演算周期の値に設定して置き換え
た結果としての計数率の変化を示す。
【００３５】
　実施の形態１では、放射線測定装置１に表示部１２を設ける構成としたが、表示部１２
を設けずに放射線測定装置１の構成を簡素化しても、ノイズ侵入による指示上昇を確実に
防止でき、ノイズ侵入がなくなれば直ちにアップダウンカウンタの高速動作を回復させる
ことができる効果を奏することができる。
【００３６】
　以上説明したように、実施の形態１に係る放射線測定装置は、放射線検出器と、パルス
増幅器と、検出器信号パルスの波形を分析し正規の波形とノイズ波形を識別してそれぞれ
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第１のカウンタおよび第２のカウンタに出力する波形分析部と、第１のカウンタからのデ
ジタルパルスを加算入力し加減積算値を出力するアップダウンカウンタと、アップダウン
カウンタからの出力から計数率を求め、第１のカウンタおよび第２のカウンタからの計数
値に基づきノイズ侵入を検知する演算部とを備える。そして、演算部は、ノイズ侵入を検
知すれば、今回演算周期の加減積算値を前回演算周期の値に置き換えて所定の演算を行っ
て出力すると共に、積算値設定回路でアップダウンカウンタの加減積算値をノイズ侵入直
前の演算周期の値に設定する構成とした。したがって、ノイズ侵入による指示上昇を確実
に防止でき、ノイズ侵入がなくなれば直ちにアップダウンカウンタの高速動作を回復させ
ることができる。
【００３７】
実施の形態２．
　実施の形態２の放射線測定装置は、実施の形態１の放射線測定装置にノイズ原因調査の
支援を効率的に行う機能を追加したものである。
【００３８】
　以下、本願発明の実施の形態２の機能、動作について、ノイズ分析結果の表示例を示す
図５およびノイズ推定原因の解説の表示例を示す図６に基づいて説明する。
　なお、実施の形態２の放射線測定装置のシステム構成図は、実施の形態１と同じ図１で
ある。
【００３９】
　実施の形態２に係る放射線測定装置は、実施の形態１に係る放射線測定装置１にノイズ
原因調査の支援を効率的に行う機能を追加したものであるため、この追加機能を中心に説
明する。
【００４０】
　実施の形態１で説明したように、演算部１１は、波形分析部４から定周期でノイズ分析
結果を入力し、ノイズ侵入時に当該演算周期のノイズパルスの個数に対するノイズ波形の
種類別の個数の比を求めて、ノイズ侵入判定データとして記憶している。
　表示部１２からの要求に応じて、演算部１１はこのデータを表示部１２に送る。表示部
１２は、図５の表示例のようにノイズ分析結果を表示する。
【００４１】
　さらに、操作員が表示部１２に表示されたノイズ波形の種類別の個数の比におけるノイ
ズ波形の種類のボタンを選択すると、演算部１１は表示部１２に選択された種類のノイズ
に関する情報を送る。表示部１２は、図６のようにノイズの種類についてノイズ要因を表
示する。
【００４２】
　例えば、振動波形またはパルス幅異常のボタンを選択すると、そのノイズ要因として、
伝送部、電源入力、接地線に外部から侵入する外来ノイズまたは検出器が機械的に振動す
ることにより発生するノイズの可能性が高いことを示す説明を表示する。
　アンダーシュート不足のボタンを選択すると、そのノイズ要因として、高電圧ライン絶
縁不良による暗流放電ノイズ、高電圧ライン断線しかかりによる接断ノイズ、また光電子
増倍管の陽極とプリアンプ入力の間の高電圧信号重畳ライン（図示せず）の絶縁物剥離に
よる電荷移動ノイズの可能性が高いことを示す説明を表示する。
　波高過大のボタンを選択すると、そのノイズ要因として、放射線検出器がシンチレーシ
ョン検出器またはＳｉ半導体検出器の場合、放射線検出器内部に使用している部材のクラ
ック、摩擦、剥離のいずれかによる静電気放電光ノイズである可能性が高いことを示す説
明を表示する。
【００４３】
　操作員は、ノイズの発生状況に応じて、表示部１２からノイズ分析データを要求して、
図５のノイズ分析結果または図６のノイズ推定原因の解説を表示することで、効率良くノ
イズの発生原因を調査し、対策を講じることができる。
【００４４】
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　また、一過性ノイズでなくノイズ源が長時間存在する場合の対応として、所定の期間内
に所定の演算周期数以上のノイズ侵入を検知すると表示部１２にノイズ侵入中の警報を表
示させる構成とすることができる。例えば、所定の期間内に所定の演算周期数以上のノイ
ズ侵入を検知すると、演算部１１は自動的に表示部１２に図５のノイズ分析結果を表示す
ることで、ノイズ源に対する早期処置を可能とすることができる。
【００４５】
　以上説明したように、実施の形態２に係る放射線測定装置は、ノイズ原因調査の支援機
能が追加されているため、ノイズの発生原因を効率良く調査し、早期に対策を講じること
ができる。
【００４６】
実施の形態３．
　実施の形態３の放射線測定装置は、実施の形態１の放射線測定装置の負帰還パルス発生
回路の内部構成を具体的に示したものである。
【００４７】
　以下、本願発明の実施の形態３の放射線測定装置について、負帰還パルス発生回路９の
構成、動作を中心に負帰還パルス発生回路の構成図である図７に基づいて説明する。
【００４８】
　負帰還パルス発生回路９は、レートマルチプライヤ２１と分周器２２とを備え、単独の
クロックは備えていない。
　レートマルチプライヤ２１は、アップダウンカウンタ７からの加減積算値と演算部１１
内蔵のクロック（図示せず）からのクロックパルスを入力し、この加減積算値に基づいて
、クロックパルスの繰り返し周波数を低減して出力する。分周器２２は、レートマルチプ
ライヤ２１からの出力パルスを分周して繰り返し周波数を低減してフィードバックパルス
として出力する。
　レートマルチプライヤ２１で加減積算値に基づいて、クロックパルスの繰り返し周波数
を低減してから、分周器２２で分周することで、フィードバックパルスを等間隔にするこ
とができる。
　このため、先行技術文献１で開示されたパルス発生器のように単独でクロックを備える
場合に比較して、パルス間隔がばらつくことによる計数率のデジタル誤差を排除して高精
度の測定ができる。
　また、演算部１１内蔵のクロックの出力パルスを負帰還パルス発生回路にも使用するよ
うにしたので、単独でクロックを備える場合に比較してコストを低減することができる。
【００４９】
　以上説明したように、実施の形態３に係る放射線測定装置は、負帰還パルス発生回路を
レートマルチプライヤ２１と分周器２２とを備え単独のクロックは備えない構成としてい
るので、フィードバックパルスのパルス間隔がばらつくことによる計数率のデジタル誤差
を排除して高精度の測定ができる。さらに、コストを低減することができる。
【００５０】
実施の形態４．
　実施の形態４は、実施の形態１の放射線測定装置１に指示応答テスト機能を追加し、テ
ストモードから測定モードに復帰する際、積算値設定回路により、アップダウンカウンタ
７の加減積算値を記憶していた切換直前の測定モードの値に強制的に設定する構成とした
ものである。
【００５１】
　以下、本願発明の実施の形態４の構成、動作について、放射線測定装置１０１のシステ
ム構成図である図８に基づいて説明する。
　図８において、図１と同一あるいは相当部分には、同一の符号を付している。
【００５２】
　まず、実施の形態４に係る放射線測定装置１０１において、実施の形態１の放射線測定
装置１に追加された指示応答テストに関わる構成部分を説明する。
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　テストパルス発生回路３１と、波形整形回路３２と、信号切換回路３３とが追加されて
いる。
【００５３】
　テストパルス発生回路３１は、演算部１１内蔵のクロック（図示せず）の出力パルスを
入力し、繰り返し周波数を低減して出力する。波形整形回路３２は、テストパルス発生回
路３１からのテストパルスを波形整形して、放射線検出器２から出力される検出信号パル
スを模擬した模擬信号パルスを出力する。信号切換回路３３は、波形整形回路３２からの
模擬信号パルスと放射線検出器２からの検出信号パルスを切り換えてパルス増幅器３に出
力する。
【００５４】
　指示応答テストに関わる構成部分を追加したので、高警報よりも高い計数率のテストポ
イントの指示応答テストを高警報発信確認も含めて行うことができる。
　演算部１１は、信号切換回路３３を制御し、検出信号パルスを入力する測定モードから
模擬信号パルスを入力するテストモードに切り換える。固定のテストポイントの指示応答
テストを行うときに、切換直前の測定モードの加算積算値を記憶しておく。
　指示応答テストを完了し、テストモードを終了して測定モードに戻すときに、積算値設
定回路１０により、アップダウンカウンタ７の加減積算値を記憶していた切換直前の測定
モードの値に強制的に設定する。
【００５５】
　アップダウンカウンタ７の加減積算値を強制的に設定しない場合、テストモード時のバ
ックグラウンド計数率は測定レンジ上限側にあり、時定数は計数率に反比例するために、
計数率がバックグラウンド計数率に復帰するのに指数関数で低下するため時間がかかる。
この加減積算値を強制的にテストモード直前の値に置き換え、テストモード直前の測定モ
ードのバックグラウンド計数率に瞬時に戻すことで、直ちにアップダウンカウンタの高速
動作を回復させることができる。さらに、演算部１１内蔵のクロックの出力パルスをテス
トパルス発生回路にも使用する構成としたので単独でクロックを備える場合に比べてコス
トを低減することができる。
【００５６】
　以上説明したように、実施の形態４に係る放射線測定装置１０１では、指示応答テスト
機能を追加し、テストモードから測定モードに復帰する際、積算値設定回路によりアップ
ダウンカウンタ７の加減積算値を記憶していた切換直前の測定モードの値に強制的に設定
する構成としたので、測定モードに復帰後、直ちにアップダウンカウンタの高速動作を回
復させることができる。さらに、コストを低減することができる。
【００５７】
　なお、放射線測定装置に係る本発明は、その発明の範囲内において、実施の形態を適宜
、変形、省略することが可能である。
【符号の説明】
【００５８】
　１，１０１　放射線測定装置、２　放射線検出器、３　パルス増幅器、
４　波形分析部、５　第１のカウンタ、６　第２のカウンタ、
７　アップダウンカウンタ、８　積算制御回路、９　負帰還パルス発生回路、
１０　積算値設定回路、１１　演算部、１２　表示部、２１　レートマルチプライヤ、
２２　分周器、３１　テストパルス発生回路、３２　波形整形回路、
３３　信号切換回路、７１　加算入力、７２　減算入力。
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